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天童市水道スマートメーター導入事業 公募型プロポーザル実施要領 

 

１．事業概要 

（１）名称 

  天童市水道スマートメーター導入事業 

（２）目的 

  本市で進めているＤＸ推進の一環として、水道検針業務の効率化のため水道ス

マートメーターを導入するもの。 

  具体的には、既存の水道メーターを無線端末と接続された電子メーターに切り

替え民間の公共電波網を利用することにより、水道の使用水量について遠隔で自

動検針できるようにする。これにより中山間地域や大規模工場など降雪期に目視

で検針が出来ないような箇所でも正確な検針ができるようになるほか、リアルタ

イムで上下水道事業所内から使用水量を確認できる。 

  この度、上記検針業務の効率化と一般市民等、水道利用者の利便性向上を図る

ため、公募型プロポーザル方式により各事業者から優良な提案を募集し、機能面

等を総合的に判断し、事業者を選定する。 

（３）対象業務 

  別添の「天童市水道スマートメーター導入事業業務仕様書」（以下「業務仕様書」

という。）を参照のこと。 

（４）業務期間 

  ア 自動検針システム導入期間・・・契約締結日から令和８年３月末まで 

  イ 自動検針システム仮運用期間・・システム導入期間中に設定し、検針値取

得状況を確認する。 

  ウ 自動検針システム利用開始・・・令和８年４月１日から 

    ただし、本業務に必要な各物品の納品及び提供時期は以下のとおりとする。 

   （ア）無線通信端末及びその接続に必要な資材 

令和７年９月末日までに納品すること。 

   （イ）自動検針システム 

令和８年３月末日までに利用可能な状態で提供すること。 

   ※上記は天童市と受注者との協議により変更することがある。 

   ※令和８年度以降については、契約事業者と別途協議のうえ事業を継続する

ものとする。 

（５）令和７年度中に水道スマートメーター設置を予定している箇所（別添３） 

  ア 天童市田麦野地域：９０箇所（民家等８０箇所、市有施設１０箇所） 

  イ その他：１０箇所（田麦野地域に先行して市役所等に試験的に設置） 

 

２．プロポーザル参加に関する条件等 
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（１）参加資格要件 

  ア 官公庁との契約の実績及び本事業と類似の実績を多数有していること。 

  イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者。 

  ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続

開始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定

による再生手続開始の申立てをしていない者。 

  エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号及び第６号に該当しない者。 

（２）参加資格確認基準日 

   参加資格の確認基準日は、参加表明書及び企画提案書の提出締切日（令和７

年５月１６日）とする。 

   なお、参加者が委託契約の締結日までの間に参加資格を欠くに至った場合は

失格とする。 

（３）契約上限価格（令和７年度、提案限度額） 

   令和７年度中における本業務の契約上限額は次のとおりとする。 

   １，４００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

   費用の内容＝無線通信端末及びその接続に必要な資材の購入費用（１００台

分）、自動検針システム利用料及び通信費（令和７年１０月から

令和８年３月までの半年分と仮定） 

※「電子メーターの調達」及び「電子メーター・無線通信端末

の設置工事」は天童市が別途実施する。 

（４）募集に関する留意事項 

  ア 公正な募集の確保 

    参加者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法

律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

  イ 募集の取りやめ等 

    天童市は次の場合には、当該参加者を参加させず、又は募集の延期若しく

は中止することがある。この場合、参加者が損害を受けることがあっても、

天童市はその賠償の責を負わない。 

  （ア）参加者が連合しまたは不穏の行動をなす等、募集を公正に執行すること

ができないと認められるとき。 

  （イ）天災その他やむを得ない理由により、適正な募集が行えないと天童市が

認めるとき。 

ウ 募集説明の承諾 

    参加者は、「参加表明書」及び「企画提案書」の提出をもって、当該実施要

領及び業務仕様書の記載内容を承諾したものとみなす。 



- 3 - 

 

  エ 費用負担 

    「参加表明書」及び「企画提案書」の作成及び提出に係る費用は、参加者

の負担とする。 

  オ 提出書類の取扱い 

  （ア）著作権 

     参加者からの提出書類に含まれる著作物の著作権は、当該参加者に帰属

する。ただし、公表、展示その他天童市が本業務に関し必要と認める用途に

用いるときは、天童市は必要な範囲でこれを無償で使用することができる。

この場合、参加者の技術・商業上のノウハウは公表しない。 

  （イ）提出書類の返却等 

     参加者からの提出書類は返却しない。また、提出期限以降における修正、

差替え又は再提出は、天童市が指示した場合を除き認めない。 

  （ウ）確認書類の提出 

     提出書類の内容を確認するため、確認書類（契約書、証明書の写し等）

の提出を求めることがある。 

  （エ）提出書類の無効 

     提出書類に虚偽の記載をした場合は、当該参加表明書又は企画提案書を

無効とするとともに虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことが

ある。 

  カ 特許権等 

    提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事

材料、施工方法等を使用したことにより生じる責任は、特段の定めがある場

合を除き、当該提案を行った参加者が負う。 

  キ 提供資料の取扱い 

    天童市が提供する資料は、本業務に関する検討以外の目的で使用してはな

らない。また、本業務に係る検討の範囲であっても、天童市の了承を得るこ

となく、第三者にこれを使用させたり、または内容を提示したりしてはなら

ない。なお、天童市が求めた場合は、本プロポーザルに係る情報（複写、引

用、加工等した情報を含む）を速やかに返却又は廃棄すること。 

  ク その他 

    天童市は募集説明等に定めるものの他、募集の実施に関して必要な事項が

生じた場合には、その都度参加者に通知する。 

 

３．募集及び選定等の日程 

 募集広告から契約締結までの日程は、下記のとおり予定している。ただし、応募

書類の提出状況、審査の進捗状況等により変更となる場合がある。 
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項  目 日  程 

募集告示及び募集説明等の公表 令和７年４月２５日 

関係書類等に関する質問の受付 令和７年４月２８日～５月９日 

参加表明書及び企画提案書の受付締切 令和７年５月１６日 

プレゼンテーション及びヒアリングの実施 令和７年５月下旬 

選考結果の通知 令和７年５月下旬 

詳細協議 ※１ 令和７年５月下旬 

契約事業者の選定 ※２ 令和７年５月下旬 

※１ 契約候補者は、最終提案書の作成及び契約書を締結するまでの諸条件につい

て、天童市との間で詳細協議を行うものとする。 

※２ 契約候補者は、天童市との詳細協議が整えば契約を締結し契約事業者となる。

契約候補者との協議が整わない場合には、次点候補者との詳細協議を行い、契

約事業者を選定する。なお、契約までの費用については、契約候補者または次

点候補者の負担とする。 

 

４．募集に関する手続き等 

（１）関係書類等に関する質問の提出 

  関係書類等の内容に関して質問がある場合は、以下のとおり天童市へ提出する

こと。 

  ア 提出期間 令和７年４月２８日（月）～５月９日（金） 

  イ 提出方法 

    「募集説明等に関する質問書」に必要事項を記入し、電子メールにより「７．

本業務に関する問合せ先」宛に提出すること。電子メールの件名は「募集説

明等に関する質問」とし、メールの着信確認は送信者の責任において行うこ

と。 

（２）募集説明等に関する質問への回答について 

  募集説明等に関する質問の回答は、受付後概ね３日以内（土曜日、日曜日及び

祝祭日を除く）随時、本業務に係るホームページ上で公表する。回答の公表にあ

たっては質問者名を匿名化する。 

  また、質問者の特殊な技術、ノウハウ等に関する質問については、当該質問者

のみに回答する。 

（３）参加表明書及び企画提案書の提出 

  参加者は「参加表明書」及び「企画提案書」「参考見積書」を下記のとおり提出

すること。 

  ア 提出期限 

    令和７年５月１６日（金） １７時必着 
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  イ 提出方法 

    直接持参または郵送（期日必着）によるものとする。 

  ウ 提出先 

    〒９９４－００１３ 山形県天童市老野森一丁目３番２５号 

    天童市上下水道事業所上下水道課 

 

５．審査と受託者の決定 

（１）プレゼンテーション及びヒアリングの実施 

  企画提案書等の審査にあたって、提案内容の確認等のため、参加者へプレゼン

テーションを求め、ヒアリングを実施する場合がある。その場合、日時・場所に

ついては別途参加者へ通知する 

（２）優先交渉権者の決定 

  参加資格の確認及び企画提案内容の審査を行い、参加者の中から優秀提案者を

決定し契約交渉を行う。審査の詳細については、別添１の「提案評価基準」を参

照のこと。 

（３）選考結果の通知 

  審査決定後、選考結果を参加者へ速やかに書面で通知するとともに、本業務に

係るホームページで公表する。 

  ホームページへ公表する際は、優秀提案者以外の参加者が特定できないよう配

慮するものとする。 

（４）参加者がいない場合の取扱い 

  参加者がいない場合、発注者はその旨を速やかに本業務に係るホームページで

公表する。 

（５）参加者が１者であった場合の取扱い 

  参加者が１者であった場合も提案評価基準に従い審査を行う。 

（６）契約手続き 

  ア 業務契約の締結 

    発注者は、優先交渉権を獲得した事業者に見積書の提出を求めるとともに

契約交渉を行い、業務契約を締結する。 

  イ 優先交渉権者が業務契約を締結しない場合 

    発注者は、優先交渉権者が業務契約を締結しないときは、企画提案審査結

果の上位から順に契約交渉を行う場合もある。 

 

６．提出書類 

（１）募集内容等に関する質問時の提出書類 

  募集説明書の内容に関して質問があるときは、以下に示す書類を E-mail にて

提出すること。 
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提出書類 様式 作成要領等 

質問書 様式１ 
・質問がある場合に提出。 

 １質問に対し１枚を使用し提出すること。 

 

（２）参加表明時の提出書類 

  プロポーザルへの参加を表明する時は、以下に示す書類を１部提出すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

参加表明書 様式２ 
・必要事項を漏れなく記載すること。 

・必ず押印すること。 

事業者概要  ・必要事項を漏れなく記載すること。 

 

（３）企画提案書類提出時の提出書類 

  ア 作成に当たっての留意事項 

    提出書類の作成にあたっては、発注者から特別な指示がない限り、次の事

項に留意すること。 

  （ア）企画提案書は項目ごとに簡潔かつ明瞭に記述すること。提案本編以外に

付属資料や図面等を巻末に添付する場合は、本文中に参照箇所を明記する

こと。 

  （イ）Ａ４ファイル綴じとする。図面等でＡ３版を使用する場合はＡ４に織り

込むこと。 

  （ウ）使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第５１号）に定め

るもの、通貨は日本円、時刻は日本標準時間とする。 

  （エ）企画提案書の様式は Microsoft Word、Excel、PowerPoint（すべて Windows

版）のいずれかにより作成すること。 

  （オ）原則として横書きで記載すること。 

  （カ）使用する文字サイズは１０．５ポイント以上とする。ただし、図面や画

像中の文字サイズについては、この限りではない。 

  （キ）作成にあたっては別添１「提案評価基準」３（２）企画提案書の審査項

目を十分に踏まえ作成すること。 

  イ 提出書類 

    企画提案書提出は、以下に示す書類を提出すること。提出する部数は「企

画提案書提出届」（様式２）については１部、「企画提案書」については５

部（正本１部、副本４部）とする。 

提出書類 様式 作成要領等 

企画提案書提出届 様式４ 
・必要事項を漏れなく記載すること。 

・必ず押印すること。 
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企画提案書 

６ 提 出 書 類

（３）のとお

り 

・別添１「提案評価基準」３（２）企画提案書

の審査項目を十分に踏まえ作成すること。 

業務実績報告書 様式５ 

・過去５か年の同種または類似実績を示す資

料（契約書、報告書の概要、協定書等の写し）

を添付すること。 

企画提案書の電子データ － 

・上記企画提案書を通して印刷できるように

したＰＤＦ形式の電子データ一式をメールに

て提出すること。 

参考見積書 様式６ 
・別添２「事業費等算出条件」に沿って積算す

ること。 

 

（４）参加事態時の提出書類 

  プロポーザルへの参加を辞退する時は、以下に示す書類を１部提出すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

辞退届 様式７ 
・必要事項を漏れなく記載すること。 

・必ず押印すること。 

 

（５）諸手続を代理人に委任する場合の提出書類 

  諸手続を代理人に委任する場合は、以下に示す書類を１部提出すること。 

提出書類 様式 作成要領等 

委任状 様式８ 
・書類提出等の手続を代理人により行う場合

は提出すること。 

 

７．本事業に関する問合せ先 

  天童市上下水道事業所 上下水道課 経営企画係 担当／赤塚 

  住 所 〒９９４－００１３ 

      山形県天童市老野森一丁目３番２５号 

  電 話 ０２３－６５４－１１１１ 内線４４２ 

  F A X ０２３－６５４－１４６０ 

  E-mail suidou-keiei@city.tendo.yamagata.jp 

  ＵＲＬ https://www.city.tendo.yamagata.jp 

mailto:suidou-keiei@city.tendo.yamagata.jp

